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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両における着座した乗員の上方のルーフ側に収納されて、膨張用ガスの流入時に下方
に展開膨張し、シートの背もたれ部を後傾させて胸部を前上方向に向けた安楽姿勢の乗員
を、車両衝突時に保護可能に受け止めるエアバッグ、を備えた乗員保護装置であって、
　前記エアバッグが、膨張完了時に、収納部位から下方へ延びる基部と、該基部の下端側
に配設される乗員受止部と、を備える構成として、
　前記乗員受止部が、
　前記乗員受止部の後端下面側に配設されて、前記乗員の胸部に対向する斜め後下向きと
して、前記胸部を受止可能な胸部受止面と、
　前記乗員受止部の後端上面側に配設されて、前記胸部受止面の上縁側から連なるように
、斜め後上向きとして、前記乗員の頭部を受止可能な頭部受止面と、
　を備えて構成されていることを特徴とする乗員保護装置。
【請求項２】
　前記エアバッグが、車両の前席の上方に配設されるルーフエアバッグとして配設される
とともに、
　前記前席の前方側の車体側部位に収納されて、作動時に、収納部位から着座した乗員の
前方側に展開膨張する前エアバッグを備え、
　膨張完了時の前記前エアバッグが、膨張完了時の前記ルーフエアバッグの前面側を支持
可能に、配設されていることを特徴とする請求項１に記載の乗員保護装置。
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【請求項３】
　前記前エアバッグが、車両衝突時において、
　膨張完了時の後面側を、
　前記ルーフエアバッグの非膨張時に、前方移動する乗員を、直接、受止可能な乗員拘束
面として構成されるとともに、
　前記ルーフエアバッグの膨張完了時に、前記ルーフエアバッグを支持可能な支持面とし
て構成されていることを特徴とする請求項２に記載の乗員保護装置。
【請求項４】
　車両における着座した乗員の上方のルーフ側に収納されて、膨張用ガスの流入時に下方
に展開膨張し、シートの背もたれ部を後傾させて胸部を前上方向に向けた安楽姿勢の乗員
を、車両衝突時に保護可能に受け止めるエアバッグ、を備えた乗員保護装置であって、
　前記エアバッグが、膨張用ガスを流入させて膨張し、前記収納部位から下方に延びる前
側部と、該前側部の下端側の反転部から反転して、前記前側部の後方側で上方側へ延びる
後側部と、を備えて構成されるとともに、前記後側部に、前記収納部位側から延びるスト
ラップを連結させて、配設され、
　前記ストラップが、
　前記後側部に連結させた先端部から離れた元部側を、前記後側部へ連結した前記先端部
までの長さ寸法を調整可能な長さ調整手段に連結させるとともに、
　前記長さ調整手段の調整により、膨張完了時の前記エアバッグにおける前記前側部の後
面側と前記後側部の前面側との間の隙間状態として、前記後側部の後面側を前記乗員の胸
部に対向可能な第１隙間状態と、該第１隙間状態より隙間を狭くする第２隙間状態との少
なくとも２段階に調整されるように、配設されていることを特徴とする乗員保護装置。
【請求項５】
　前記エアバッグの前記後側部が、前記胸部を受止可能な胸部受止部と、該胸部受止部よ
り先端に配置されて、前記乗員の頭部を受止可能な頭部受止部と、を備えて構成されてい
ることを特徴とする請求項４に記載の乗員保護装置。
【請求項６】
　前記第１隙間状態に調整されている前記エアバッグの後側部が、先端に、前記ルーフに
支持される支持部を配設させて、構成されていることを特徴とする請求項４若しくは請求
項５に記載の乗員保護装置。
【請求項７】
　前記エアバッグが、車両の前席の上方に配設されるルーフエアバッグとして配設される
とともに、
　前記前席の前方側の車体側部位に収納されて、作動時に、収納部位から着座した乗員の
前方側に展開膨張する前エアバッグを備え、
　膨張完了時の前記前エアバッグが、膨張完了時の前記ルーフエアバッグにおける前記前
側部の前面側を支持可能に、配設されていることを特徴とする請求項４乃至請求項６のい
ずれか１項に記載の乗員保護装置。
【請求項８】
　前記ストラップが、
　前記長さ調整手段の調整により、
　膨張完了時の前記エアバッグにおける前記前側部の後面側と前記後側部の前面側との間
の隙間状態として、前記第１隙間状態、前記第２隙間状態、及び、第１，２隙間状態以外
の隙間状態、に調整できるように、配設されていることを特徴とする請求項４乃至請求項
７のいずれか１項に記載の乗員保護装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両における着座した乗員の上方のルーフ側に収納されたエアバッグを、車
両衝突時に乗員を保護可能に、収納部位から下方に展開膨張させる構成の乗員保護装置に



(3) JP 6930504 B2 2021.9.1

10

20

30

40

50

関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のルーフ側にエアバッグを収納した乗員保護装置としては、乗員の頭部を囲むよう
に、コ字形のエアバッグをルーフ側から展開膨張させるものがあった（例えば、特許文献
１参照）。また、展開膨張するエアバッグが、収納部位のルーフ側から前下方側に突出し
た後、反転し、インストルメントパネルの上面側に支持される状態として、下端側を乗員
の腹部側に向けるものもあった（例えば、特許文献２，３参照）。あるいは、展開膨張す
るエアバッグが、収納部位のルーフ側から後下向き突出し、乗員の前側で、徐々に前方側
に湾曲するように、膨張するものもあった（例えば、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－８２４１８号公報
【特許文献２】特開２０１３－７１７０４号公報
【特許文献３】国際公開第２００７／０１４５８１号パンフレット
【特許文献４】特開２０１８－３４７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、いずれの乗員保護装置でも、背もたれ部を後傾させたシートに着座している乗
員、すなわち、シートの背もたれ部を後傾させて胸部を前上方向に向けた安楽姿勢の乗員
、に対しては、エアバッグが、膨張を完了させても、乗員の胸部から離れて膨張を完了さ
せることから、的確に、乗員を受け止め難く、改善の余地が有った。
【０００５】
　本発明は、上述の課題を解決するものであり、シートの背もたれ部を後傾させて胸部を
前上方向に向けた安楽姿勢の乗員を、車両衝突時に、的確に受止可能な乗員保護装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る乗員保護装置は、車両における着座した乗員の上方のルーフ側に収納され
て、膨張用ガスの流入時に下方に展開膨張し、シートの背もたれ部を後傾させて胸部を前
上方向に向けた安楽姿勢の乗員を、車両衝突時に保護可能に受け止めるエアバッグ、を備
えた乗員保護装置であって、
　前記エアバッグが、膨張完了時に、収納部位から下方へ延びる基部と、該基部の下端側
に配設される乗員受止部と、を備える構成として、
　前記乗員受止部が、
　前記乗員受止部の後端下面側に配設されて、前記乗員の胸部に対向する斜め後下向きと
して、前記胸部を受止可能な胸部受止面と、
　前記乗員受止部の後端上面側に配設されて、前記胸部受止面の上縁側から連なるように
、斜め後上向きとして、前記乗員の頭部を受止可能な頭部受止面と、
　を備えて構成されていることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る乗員保護装置では、車両衝突時、エアバッグが膨張を完了させれば、下端
側の乗員受止部が、斜め後下向きとした胸部受止面を安楽姿勢の乗員の胸部に対向させて
いることから、乗員が上半身を起こすように移動しても、まず、胸部受止面が、胸部を受
け止めることができる。その後、胸部を胸部受止面で受け止められている乗員は、さらに
、頭部が、首部を中心とした前方側へ回転移動しようとするが、乗員受止部における斜め
後上向きとした頭部受止面が、その前方回転しようとする頭部を受け止めることができる
。すなわち、安楽姿勢の乗員が上半身を起こそうとしても、エアバッグの胸部受止面が乗
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員の胸部を受け止め、頭部受止面が乗員の頭部を受け止めて、エアバッグが、乗員の上半
身をクッション性良く受け止めることができて、乗員を的確に受け止めて保護することが
できる。
【０００８】
　したがって、本発明に係る乗員保護装置では、シートの背もたれ部を後傾させて胸部を
前上方向に向けた安楽姿勢の乗員を、車両衝突時に、的確に受け止めて保護することがで
きる。
【０００９】
　そして、本発明に係る乗員保護装置では、前記エアバッグが、車両の前席の上方に配設
されるルーフエアバッグとして配設されるとともに、
　前記前席の前方側の車体側部位に収納されて、作動時に、収納部位から着座した乗員の
前方側に展開膨張する前エアバッグを備え、
　膨張完了時の前記前エアバッグが、膨張完了時の前記ルーフエアバッグの前面側を支持
可能に、配設されていることが望ましい。
【００１０】
　このような構成では、下端側に乗員受止部を設けたルーフエアバッグが膨張を完了させ
た際、膨張を完了させた前エアバッグが、ルーフエアバッグの前面側を支持することから
、ルーフエアバッグが乗員を受け止めて前方移動しようとしても、前エアバッグに支持さ
れて、その移動を規制されることとなり、ルーフエアバッグが、安楽姿勢の乗員を的確に
受け止めて保護できる。また、ルーフエアバッグ自体が乗員の前方側の車体側部位に支持
されなくとも良いことから、ルーフエアバッグの容積を小さくできて、ルーフエアバッグ
の膨張を、膨張開始から膨張完了まで、迅速に行える。
【００１１】
　この場合、前記前エアバッグが、車両衝突時において、
　膨張完了時の後面側を、
　前記ルーフエアバッグの非膨張時に、前方移動する乗員を、直接、受止可能な乗員拘束
面として構成されるとともに、
　前記ルーフエアバッグの膨張完了時に、前記ルーフエアバッグを支持可能な支持面とし
て構成されていることが望ましい。
【００１２】
　このような構成では、車両衝突時、膨張を完了させた前エアバッグが、安楽姿勢でない
正規姿勢で着座している乗員を、その後面で、直接、受け止めて保護することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る第２の乗員保護装置は、車両における着座した乗員の上方のルーフ
側に収納されて、膨張用ガスの流入時に下方に展開膨張し、シートの背もたれ部を後傾さ
せて胸部を前上方向に向けた安楽姿勢の乗員を、車両衝突時に保護可能に受け止めるエア
バッグ、を備えた乗員保護装置であって、
　前記エアバッグが、膨張用ガスを流入させて膨張し、前記収納部位から下方に延びる前
側部と、該前側部の下端側の反転部から反転して、前記前側部の後方側で上方側へ延びる
後側部と、を備えて構成されるとともに、前記後側部に、前記収納部位側から延びるスト
ラップを連結させて、配設され、
　前記ストラップが、
　前記後側部に連結させた先端部から離れた元部側を、前記後側部へ連結した前記先端部
までの長さ寸法を調整可能な長さ調整手段に連結させるとともに、
　前記長さ調整手段の調整により、膨張完了時の前記エアバッグにおける前記前側部の後
面側と前記後側部の前面側との間の隙間状態として、前記後側部の後面側を前記乗員の胸
部に対向可能な第１隙間状態と、該第１隙間状態より隙間を狭くする第２隙間状態との少
なくとも２段階に調整されるように、配設されていることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る第２の乗員保護装置では、エアバッグが、前側部と後側部とを第１隙間状
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態で膨張を完了させれば、後側部が、安楽姿勢の乗員の胸部と対向するように後面側を配
設させることから、安楽姿勢の乗員が車両衝突時に上半身を起こすように移動しようとし
ても、エアバッグの後側部が乗員の胸部をクッション性よく受け止めて、乗員を保護でき
る。また、前側部と後側部とを第１隙間状態より狭い隙間とした第２隙間状態で膨張を完
了させれば、後側部が、安楽姿勢より起こした背もたれ部のシートに着座した乗員、換言
すれば、略正規姿勢で着座している乗員の胸部を、エアバッグの後側部の後面側で受け止
めることが可能となる。
【００１５】
　したがって、本発明に係る第２の乗員保護装置では、ストラップの長さ寸法の調整によ
って第１隙間状態とした前側部と後側部とを有したエアバッグにより、シートの背もたれ
部を後傾させて胸部を前上方向に向けた安楽姿勢の乗員を受け止めて保護することができ
る。そしてさらに、安楽姿勢より背もたれ部を起こしたシートに着座する略正規姿勢の乗
員も、ストラップの調整によって、前側部と後側部とを第２隙間状態に調整したエアバッ
グの後側部の後面側で受け止めて保護できる。すなわち、本発明に係る第２の乗員保護装
置では、安楽姿勢の乗員と、その安楽姿勢より上半身を起こして着座する略正規姿勢の乗
員とを、一つのエアバッグにより、的確に保護することできる。
【００１６】
　この場合、前記エアバッグの前記後側部が、前記胸部を受止可能な胸部受止部と、該胸
部受止部より先端に配置されて、前記乗員の頭部を受止可能な頭部受止部と、を備えて構
成されていることが望ましい。
【００１７】
　このような構成では、膨張を完了させたエアバッグが、後側部の後面側により、乗員の
胸部だけでなく、頭部も受け止めることができることから、より好適に乗員を保護するこ
とができる。
【００１８】
　また、前記第１隙間状態に調整されている前記エアバッグの後側部が、先端に、前記ル
ーフに支持される支持部を配設させて、構成されていることが望ましい。
【００１９】
　このような構成では、膨張を完了させたエアバッグは、乗員受止時に、エアバッグの後
側部の上端側の支持部が、ルーフに支持され、後側部の下端側が、前側部に支持されるこ
ととなって、車両衝突時に安楽姿勢の乗員が上半身を起き上がらせようとしても、上下両
端で反力を確保した状態で、後側部が、安定した状態で、乗員を受け止めて保護すること
ができる。
【００２０】
　また、本発明に係る第２の乗員保護装置では、前記エアバッグが、車両の前席の上方に
配設されるルーフエアバッグとして配設されるとともに、
　前記前席の前方側の車体側部位に収納されて、作動時に、収納部位から着座した乗員の
前方側に展開膨張する前エアバッグを備え、
　膨張完了時の前記前エアバッグが、膨張完了時の前記ルーフエアバッグにおける前記前
側部の前面側を支持可能に、配設されていることが望ましい。
【００２１】
　このような構成では、ルーフエアバッグの前側部自体が乗員の前方側の車体側部位に支
持されなくとも良いことから、ルーフエアバッグの容積を小さくできて、ルーフエアバッ
グの膨張を、膨張開始から膨張完了まで、迅速に行うことができる。
【００２２】
　さらに、本発明に係る第２の乗員保護装置では、前記ストラップが、前記長さ調整手段
の調整により、膨張完了時の前記エアバッグにおける前記前側部の後面側と前記後側部の
前面側との間の隙間状態として、前記第１隙間状態、前記第２隙間状態、及び、第１，２
隙間状態以外の隙間状態、に調整できるように、配設されていることが望ましい。
【００２３】
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　このような構成では、長さ調整手段の調整により、ストラップが、膨張完了時における
エアバッグの前側部の後面側と後側部の前面側との間の隙間状態を、第１隙間状態や第２
隙間状態以外の第３の隙間状態に調整できることから、安楽姿勢や正規姿勢だけでなく、
所定の姿勢で着座した乗員に応じて、乗員の上半身を受け止めるエアバッグの後側部の後
面を、配置させることが可能となって、膨張を完了させたエアバッグが、安楽姿勢や正規
姿勢以外の所定姿勢の乗員を、的確に受け止めて保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る第１実施形態の乗員保護装置の車両搭載状態を示す概略部分断面図
である。
【図２】第１実施形態の乗員保護装置のルーフエアバッグと前エアバッグとの膨張状態を
示す概略斜視図である。
【図３】第１実施形態の乗員保護装置の作動時における安楽姿勢の乗員を受け止める状態
を説明する図である。
【図４】第１実施形態の乗員保護装置の作動時における乗員の頭部を受け止める状態を説
明する図である。
【図５】第１実施形態の乗員保護装置の作動時における正規姿勢の乗員を受け止める状態
を説明する図である。
【図６】第２実施形態の乗員保護装置の作動時を説明する図である。
【図７】第３実施形態の乗員保護装置の車両搭載状態を示す概略部分断面図である。
【図８】第３実施形態の乗員保護装置のルーフエアバッグと前エアバッグとの膨張状態を
示す概略斜視図である。
【図９】第３実施形態の乗員保護装置における長さ調整手段を説明する側面図と平面図で
ある。
【図１０】第３実施形態の乗員保護装置のエアバッグが、前側部と後側部との間の隙間状
態を安楽姿勢の乗員に対応させた状態で、膨張を完了させた状態を示す図である。
【図１１】第３実施形態の乗員保護装置のエアバッグが、前側部と後側部との間の隙間状
態を略正規姿勢の乗員に対応させた状態で、膨張を完了させた状態を示す図である。
【図１２】第３実施形態の乗員保護装置のエアバッグが、前側部と後側部との間の隙間状
態を、図１０，１１に示す状態と異なる状態で、膨張を完了させた状態を示す図である。
【図１３】第４実施形態の乗員保護装置のエアバッグが、前側部と後側部との間の隙間状
態を安楽姿勢の乗員に対応させた状態で、膨張を完了させた状態を示す図である。
【図１４】第４実施形態の乗員保護装置のエアバッグが、前側部と後側部との間の隙間状
態を略正規姿勢の乗員に対応させた状態で、膨張を完了させた状態を示す図である。
【図１５】長さ調整手段の変形例を説明する平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明すると、第１実施形態の乗員保護装置
１０は、図１に示すように、車両１の前席ＦＳの上方におけるルーフ６側に配設されるル
ーフエアバッグ装置１１を備えて構成されている。さらに、第１実施形態の乗員保護装置
１０では、車両１の前席ＦＳ側における助手席前方の車体側部位に、すなわち、インスト
ルメントパネル（インパネ）２の部位に、配設される前エアバッグ装置２１、も備えて構
成されている。
【００２６】
　なお、図１における背もたれ部４ａと座部４ｂとを備えた前席ＦＳのシート４に着座し
た乗員ＯＰは、背もたれ部４ａが後傾しており、胸部Ｂを前上方向に向けた安楽姿勢の着
座状態としている。一方、図５に示すシート４に着座した乗員ＯＰは、背もたれ部４ａが
起きており、通常姿勢、すなわち、正規姿勢での着座状態としている。
【００２７】
　ルーフエアバッグ装置１１は、ルーフエアバッグ１６と、ルーフエアバッグ１６に膨張
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用ガスを供給するインフレーター１４と、折り畳んだルーフエアバッグ１６とインフレー
ター１４とを収納して、取付基板８に取付固定されるケース１２と、を備えて構成されて
いる。折り畳まれたルーフエアバッグ１６は、カバー材７を押し開いて、収納部位として
のケース１２から下方へ展開膨張する。
【００２８】
　ルーフエアバッグ１６は、膨張完了形状を、図２，３に示すように、略直方体形状とし
た基部１７を、ケース１２と共に取付基板８に取付固定された上端１７ａ側から下方へ延
ばして、下端１７ｂ側の後面側に、側方から見て略三角柱状の乗員受止部１８を配設させ
た形状としている。乗員受止部１８は、基部１７の下端１７ｂの底面１７ｃから、斜め上
方向に延びる胸部受止面１９と、胸部受止面１９の上縁１９ａから斜め前上方向に延びる
頭部受止面２０と、を備えて構成されている。
【００２９】
　すなわち、胸部受止面１９は、乗員受止部１８の後端下面側に配設されて、安楽姿勢の
乗員ＯＰの胸部Ｂに対向する斜め後下向きとして、車両１の衝突時に、前上方向に移動す
る乗員ＯＰの胸部Ｂを受止可能としている。
【００３０】
　頭部受止面２０は、乗員受止部１８の後端上面側に配設されて、胸部受止面１９の上縁
１９ａ側から連なるように、斜め後上向きとして、図４に示すように、首部Ｎを回転中心
として、前方回転しようとする乗員ＯＰの頭部Ｈを受止可能としている。
【００３１】
　前エアバッグ装置２１は、図１，３に示すように、前席ＦＳのシート４の前方における
インパネ２の上面側に搭載されて、前エアバッグ２６、前エアバッグ２６に膨張用ガスを
供給するインフレーター２４、折り畳まれた前エアバッグ２６とインフレーター２４とを
収納して、図示しないインパネリンホース側に取付固定されるケース２２と、を備えて構
成されている。
【００３２】
　前エアバッグ２６は、膨張完了形状を、図２に示すように、後面側から前方側に狭まる
ような略四角錘形状として、後面２６ａを、膨張完了時のルーフエアバッグ１６の前面１
６ａ側を支持する支持面としている。さらに、この前エアバッグ２６は、車両衝突時のル
ーフエアバッグ装置１１の作動しない場合には、図５に示すように、後面２６ａ側を、乗
員ＯＰを受け止めて保護する乗員拘束面としている。すなわち、この後面２６ａは、拘束
兼用支持面２７としている。
【００３３】
　なお、乗員保護装置１０におけるインフレーター１４，２４の作動は、制御装置ＥＣＵ
により制御される。制御装置ＥＣＵは、車両１の衝突を検知するフロントバンパ等に配設
された衝突検知センサＣＳからの信号を入力して、衝突したと判定すると、インフレータ
ー２４を作動させる。また、そのインフレーター２４を作動させようとする時、制御装置
ＥＣＵは、インパネ２等に搭載されたカメラ等の作動確認センサＰＳにより、乗員ＯＰが
、正規姿勢でなく、ルーフ６から離れて、シート４の背もたれ部４ａを後傾させた状態で
着座している安楽姿勢の状態としている、と判定していれば、インフレーター１４も作動
させる。
【００３４】
　第１実施形態の乗員保護装置１０では、乗員ＯＰが安楽姿勢の着座状態としている時に
、車両１が衝突すれば、制御装置ＥＣＵが、衝突検知センサＣＳと作動確認センサＰＳか
らの信号を入力して、インフレーター１４，２４を作動させる。すると、図３に示すよう
に、前エアバッグ２６が、インフレーター２４からの膨張用ガスＧを流入させて、収納部
位としてのケース２２から後方側に突出し、また、ルーフエアバッグ１６が、インフレー
ター１４からの膨張用ガスＧを流入させて、収納部位としてのケース１２から下方に展開
膨張する。
【００３５】
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　エアバッグ１６が膨張を完了させれば、下端１７ｂ側の乗員受止部１８が、斜め後下向
きとした胸部受止面１９を安楽姿勢の乗員ＯＰの胸部Ｂに対向させていることから、乗員
ＯＰが上半身ＵＢを起こすように移動しても、まず、胸部受止面１９が、胸部Ｂを受け止
めることができる（図３の二点鎖線参照）。その後、胸部Ｂを胸部受止面１９で受け止め
られている乗員ＯＰは、さらに、頭部Ｈが、首部Ｎを中心とした前方側へ回転移動しよう
とするが、図４の二点鎖線に示すように、乗員受止部１８における斜め後上向きとした頭
部受止面２０が、その前方回転しようとする頭部Ｈを受け止めることができる。すなわち
、安楽姿勢の乗員ＯＰが上半身ＵＢを起こそうとしても、エアバッグ１６の胸部受止面１
９が乗員ＯＰの胸部Ｂを受け止め、頭部受止面２０が乗員ＯＰの頭部Ｈを受け止めて、エ
アバッグ１６が、乗員ＯＰの上半身ＵＢをクッション性良く受け止めることができて、乗
員ＯＰを的確に受け止めて保護することができる。
【００３６】
　したがって、第１実施形態の乗員保護装置１０では、シート４の背もたれ部４ａを後傾
させて胸部Ｂを前上方向に向けた安楽姿勢の乗員ＯＰを、車両１の衝突時に、的確に受け
止めて保護することができる。
【００３７】
　また、第１実施形態の乗員保護装置１０では、エアバッグ１６が、車両１の前席ＦＳの
上方に配設されるルーフエアバッグ１６として配設されるとともに、前席ＦＳの前方側の
車体側部位としてのインパネ２に配設されたケース２２に収納されて、作動時に、収納部
位としてのケース２２から着座した乗員ＯＰの前方側に展開膨張する前エアバッグ２６を
備えて構成されている。そして、膨張完了時の前エアバッグ２６が、膨張完了時のルーフ
エアバッグ１６の前面１６ａ側を支持可能に、配設されている。
【００３８】
　そのため、第１実施形態では、下端１７ｂ側に乗員受止部１８を設けたルーフエアバッ
グ１６が膨張を完了させた際、膨張を完了させた前エアバッグ２６が、ルーフエアバッグ
１６の前面１６ａ側を支持することから、ルーフエアバッグ１６が乗員ＯＰを受け止めて
前方移動しようとしても、前エアバッグ２６に支持されて、その移動を規制されることと
なり、ルーフエアバッグ１６が、安楽姿勢の乗員ＯＰを的確に受け止めて保護できる。ま
た、ルーフエアバッグ１６自体が乗員ＯＰの前方側の車体側部位としてのインパネ２に支
持されなくとも良いことから、ルーフエアバッグ１６の容積を小さくできて、ルーフエア
バッグ１６の膨張を、膨張開始から膨張完了まで、迅速に行える。
【００３９】
　さらに、第１実施形態では、前エアバッグ２６が、車両１の衝突時において、図５に示
すように、膨張完了時の後面２６ａ側が、ルーフエアバッグ１６の非膨張時に、前方移動
する乗員ＯＰを、直接、受止可能な乗員拘束面２７として構成されるとともに、図３，４
に示すように、ルーフエアバッグ１６の膨張完了時に、ルーフエアバッグ１６を支持可能
な支持面２７として構成されている。
【００４０】
　そのため、第１実施形態では、車両１の衝突時、膨張を完了させた前エアバッグ２６が
、安楽姿勢でない正規姿勢で着座している乗員ＯＰを、その後面２６ａで、直接、受け止
めて保護することができる。
【００４１】
　なお、この場合、制御装置ＥＣＵは、乗員ＯＰが安楽姿勢としているとの作動確認セン
サＰＳからの信号を受信していないことから、ルーフエアバッグ装置１１のインフレータ
ー１４を作動させず、車両１の衝突を検知した衝突検知センサＣＳからの信号に基づき、
前エアバッグ装置２１のインフレーター２４を作動させて、前エアバッグ２６だけを膨張
させることとなる。
【００４２】
　また、第１実施形態では、ルーフエアバッグ１６を前エアバッグ２６により支持させる
構成としたが、図６に示す第２実施形態の乗員保護装置１０Ａにおけるルーフエアバッグ
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装置１１Ａのように、膨張完了時のルーフエアバッグ１６Ａが、前エアバッグ２６に支持
されずに、車体側部材に支持されて、乗員ＯＰを受け止めるように構成してもよい。
【００４３】
　このルーフエアバッグ１６Ａは、膨張完了時、基部１７の上端１７ａの前部１７ａｆ側
が、前方側に大きく張り出して、収納部位としてのケース１２の前方側の車体側部材とし
てのルーフ６やウインドシールド３に支持される構成としている。また、基部１７の下端
１７ｂの後面側には、第１実施形態と同様に、胸部受止面１９と頭部受止面２０を有した
乗員受止部１８が配設されている。
【００４４】
　この第２実施形態の乗員保護装置１０Ａでは、制御装置ＥＣＵが、車両１の衝突を検知
した衝突検知センサＣＳからの信号を入力した際、乗員ＯＰが安楽姿勢でシート４に着座
しているとの作動確認センサＰＳからの信号を入力すれば、図６に示すように、ルーフエ
アバッグ装置１１Ａのインフレーター１４を作動させて、ルーフエアバッグ１６Ａを膨張
させる。また、制御装置ＥＣＵが、車両１の衝突を検知した衝突検知センサＣＳからの信
号を入力した際、乗員ＯＰが安楽姿勢でシート４に着座しているとの作動確認センサＰＳ
からの信号を入力せず、乗員ＯＰが正規姿勢の着座状態としていれば、ルーフエアバッグ
装置１１Ａのインフレーター１４を作動させずに、図５に示すのと同様に、前エアバッグ
装置２１のインフレーター２４だけを作動させて、前エアバッグ２６を膨張させることと
なる。
【００４５】
　第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂは、図７，１０，１１に示すように、安楽姿勢の乗
員ＯＰを保護するルーフエアバッグ３６を有したルーフエアバッグ装置３１、を備えて構
成されている。さらに、第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂでは、膨張完了時のルーフエ
アバッグ３６の前面３８ａ側を支持する前エアバッグ６６を有した前エアバッグ装置６１
、も備えて構成されている。
【００４６】
　前エアバッグ装置６１は、第１実施形態の前エアバッグ装置２１と同様に、前席ＦＳの
シート４の前方におけるインパネ２の上面側に搭載されて、前エアバッグ６６、前エアバ
ッグ６６に膨張用ガスを供給するインフレーター６４、折り畳まれた前エアバッグ６６と
インフレーター６４とを収納して、図示しないインパネリンホース側に取付固定されるケ
ース６２と、を備えて構成されている。
【００４７】
　前エアバッグ６６は、膨張完了形状を、図８に示すように、後面側から前方側に狭まる
ような略四角錘形状として、後面６６ａを、膨張完了時のルーフエアバッグ３６の前面３
８ａ側を支持する支持面６７としている（図１０，１１参照）。
【００４８】
　また、第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂも、第１実施形態と同様に、エアバッグ装置
３１，６１の作動を制御する制御装置ＥＣＵを備え、制御装置ＥＣＵは、車両１の衝突を
検知するフロントバンパ等に配設された衝突検知センサＣＳと、インパネ２等に搭載され
たカメラ等から構成されて乗員ＯＰの安楽姿勢等の着座状態を検知する作動確認センサＰ
Ｓと、からの信号を入力させるように、構成されている。但し、第３実施形態の制御装置
ＥＣＵは、作動確認センサＰＳが、乗員ＯＰの胸部Ｂまでの距離を所定時間（例えば、１
秒）毎に、測定しており、その距離に応じた信号を入力させて、後述する長さ調整手段５
２のステップモータ５３を作動させて、後述するストラップ５０の長さ寸法Ｌを、段階的
に、例えば、３段階の長い長さ寸法ＬＬ（図１０参照）、短い長さ寸法ＬＳ（図１１参照
）、中間の長さ寸法ＬＭ（図１２参照）に調整して、後述するルーフエアバッグ３６の前
側部３８の後面３８ｂと後側部４２の前面４２ａとの間の隙間状態（前側部３８の後面３
８ｂ側に対する後側部４２の前面４２ａ側の接近状態、あるいは、前側部３８の後面３８
ｂ側に対する後側部４２の前面４２ａ側の反転部４０からの折れ曲がり状態、とも言える
）を、広い第１隙間状態Ｈ１、狭い第２隙間状態Ｈ２、中間の第３隙間状態Ｈ３、とする
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ように、構成されている。
【００４９】
　ルーフエアバッグ装置３１は、シート４の上方のルーフ６側に搭載されており、ルーフ
エアバッグ３６と、ルーフエアバッグ３６に膨張用ガスを供給するインフレーター３４と
、折り畳んだルーフエアバッグ３６とインフレーター３４とを収納して、取付基板８に取
付固定されるケース３２と、エアバッグ３６に連結されるストラップ５０と、ストラップ
５０の長さを調整する長さ調整手段５２と、を備えて構成されている。折り畳まれたルー
フエアバッグ３６は、カバー材７を押し開いて、収納部位としてのケース３２から下方へ
展開膨張する。
【００５０】
　ルーフエアバッグ３６は、膨張を完了させると、図８，１０～１２に示すように、収納
部位としてのケース３２から下方に延びる略長方形板状の前側部３８と、前側部３８の下
端３９の反転部４０から反転して、前側部３８の後方側で上方側へ延びる略長方形板状の
後側部４２と、を備えて構成されている。後側部４２の上端（先端）４４には、収納部位
としてのケース３２側から延びるストラップ５０の先端部５０ａが連結される連結部４７
が、配設されている。
【００５１】
　また、後側部４２は、後面４２ｂを乗員ＯＰの上半身ＵＢを受け止める受止面４３とし
て、受止面４３の下側付近を、乗員ＯＰの胸部Ｂを受止可能な胸部受止部４３ａとし、そ
の上方付近を乗員ＯＰの頭部Ｈを受止可能な頭部受止部４３ｂとしている。
【００５２】
　さらに、後側部４２は、上端（先端）４４を、収納部位としてのケース３２の後方のル
ーフ９に当接して支持可能な支持部４５として、構成されている。
【００５３】
　ストラップ５０は、後側部４２に連結させた先端部５０ａから離れた元部５０ｂ側を、
長さ調整手段５２に連結させている。長さ調整手段５２は、元部５０ｂ側から、車室内側
に突出した後側部４２の連結部４７へ連結した先端部５０ａまでの、ストラップ５０の長
さ寸法を調整できるものであり、既述したように、ストラップ５０は、長さ調整手段５２
の長さ調整（長さ寸法ＬＬ，ＬＳ，ＬＭとする調整）により、膨張完了時のエアバッグ３
６における前側部３８の後面３８ｂ側と後側部４２の前面４２ａ側との間の隙間状態を、
第１隙間状態Ｈ１、第２隙間状態Ｈ２、第３隙間状態Ｈ３に調整する。
【００５４】
　第１の隙間状態Ｈ１は、ストラップ５０を長さ寸法ＬＬに調整したものであり、後側部
４２の後面４２ｂ側を安楽姿勢の乗員ＯＰの胸部Ｂに対向可能な状態としている（図１０
参照）。第２の隙間状態Ｈ２は、ストラップ５０を長さ寸法ＬＳに調整したものであり、
後側部４２の後面４２ｂ側を、背もたれ部４ａを起こしたシート４（図１１参照）に着座
した略正規姿勢の乗員ＯＰの胸部Ｂに対向可能な状態としている。第３の隙間状態Ｈ３は
、ストラップ５０を長さ寸法ＬＭに調整したものであり、後側部４２の後面４２ｂ側を、
背もたれ部４ａを少し後傾させたシート４（図１２参照）に着座した乗員ＯＰの胸部Ｂに
対向可能な状態としている。
【００５５】
　第３実施形態の長さ調整手段５２は、図９に示すように、制御装置ＥＣＵに作動を制御
されるステップモータ５３と、モータ５３の駆動軸５３ａに設けられたウォームギヤ５４
と、ウォームギヤ５４に噛合するピニオンギヤ５５と、ピニオンギヤ５５と巻き付けロー
ラ５７とを固着させて、回動可能に支持される従動軸５６と、支持ローラ５８と、を備え
て構成されている。ストラップ５０は、元部５０ｂ側が巻き付けローラ５７に巻き付けら
れており、巻き付けローラ５７から支持ローラ５８を経て延び、延びた先端部５０ａを、
後側部４２の連結部４７に連結させている。ステップモータ５３は、駆動軸５３ａの回転
角度を検出可能なセンサを内蔵させており、制御装置ＥＣＵからの信号により、駆動軸５
３ａの回転角度が制御されて、巻き付けローラ５７から支持ローラ５８側に繰り出される
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ストラップ５０の長さ寸法が制御される。そして、制御装置ＥＣＵの制御によって、ステ
ップモータ５３は、ストラップ５０に張力が発生した際の元部５０ｂ側の支持ローラ５８
から先端部５０ａ側までの長さ寸法が、長い長さ寸法ＬＬ（図１０参照）、短い長さ寸法
ＬＳ（図１１参照）、中間の長さ寸法ＬＭ（図１２参照）となるように、作動を制御され
る。なお、エアバッグ３６の展開膨張する前に、既に、作動確認センサＰＳの信号を入力
していた制御装置ＥＣＵにより、乗員ＯＰの着座状態に応じて、ステップモータ５３は作
動制御されており、ストラップ５０の元部５０ｂ側には、支持ローラ５８付近に、長さ寸
法ＬＬ，ＬＳ，ＬＭに応じたストラップ５０の一部が繰り出されている。
【００５６】
　そして、この第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂでは、車両１の衝突時、制御装置ＥＣ
Ｕにより、インフレーター３４，６４が作動されて、インフレーター３４，６４からの膨
張用ガスＧを流入させたエアバッグ３６，６６が膨張する。そして、ルーフエアバッグ装
置３１の作動前に、乗員ＯＰが、図７に示すように、安楽姿勢としていれば、作動確認セ
ンサＰＳの信号を入力していた制御装置ＥＣＵは、長さ調整手段５２のステップモータ５
３を制御して、ストラップ５０の繰り出す長さを長い長さ寸法ＬＬとするように準備して
おり、そのため、ルーフエアバッグ３６は、ストラップ５０の元部５０ｂ側から先端部５
０ａまでの長さを長さ寸法ＬＬとして、展開膨張し、前側部３８と後側部４２とを第１隙
間状態Ｈ１として、膨張を完了させることから、図１０に示すように、後側部４２が、安
楽姿勢の乗員ＯＰの胸部Ｂと対向するように後面４２ｂ側を配設させることとなって、安
楽姿勢の乗員ＯＰが車両１の衝突時に上半身ＵＢを起こすように移動しようとしても、エ
アバッグ３６の後側部４２が乗員ＯＰの胸部Ｂをクッション性よく受け止めて、乗員ＯＰ
を保護できる。
【００５７】
　また、ルーフエアバッグ装置３１の作動前に、乗員ＯＰが、図１１に示すように、正規
姿勢としていれば、作動確認センサＰＳの信号を入力していた制御装置ＥＣＵは、長さ調
整手段５２のステップモータ５３を制御して、ストラップ５０の繰り出す長さを短い長さ
寸法ＬＳとするように準備しており、そのため、ルーフエアバッグ３６の膨張完了時には
、ストラップ５０の元部５０ｂ側から先端部５０ａまでの長さを短い長さ寸法ＬＳとして
、エアバッグ３６が展開膨張することから、前側部３８と後側部４２とを第１隙間状態Ｈ
１より狭い隙間とする第２隙間状態Ｈ２で膨張を完了させることとなって、後側部４２が
、安楽姿勢より起こした背もたれ部４ａのシート４に着座した乗員ＯＰ、換言すれば、略
正規姿勢で着座している乗員ＯＰの胸部Ｂを、エアバッグ３６の後側部４２の後面４２ｂ
側で受け止めることが可能となる。
【００５８】
　したがって、第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂでは、ストラップ５０の長さ寸法の調
整によって第１隙間状態Ｈ１の前側部３８と後側部４２とを有したエアバッグ３６により
、シート４の背もたれ部４ａを後傾させて胸部Ｂを前上方向に向けた安楽姿勢の乗員ＯＰ
を受け止めて保護することができる。そしてさらに、安楽姿勢より背もたれ部４ａを起こ
したシート４に着座する略正規姿勢の乗員ＯＰも、ストラップ５０の調整によって、前側
部３８と後側部４２とを第２隙間状態Ｈ２に調整したエアバッグ３６の後側部４２の後面
４２ｂ側で受け止めて保護できる。すなわち、第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂでは、
安楽姿勢の乗員ＯＰと、その安楽姿勢より上半身を起こして着座する略正規姿勢の乗員Ｏ
Ｐとを、一つのエアバッグ３６により、的確に保護することできる。
【００５９】
　さらに、第３実施形態では、エアバッグ３６の後側部４２が、胸部Ｂを受止可能な胸部
受止部４３ａと、胸部受止部４３ａより先端（上端）４４側に配置されて、乗員ＯＰの頭
部Ｈを受止可能な頭部受止部４３ｂと、を備えて構成されている。
【００６０】
　そのため、第３実施形態では、膨張を完了させたエアバッグ３６が、後側部４２の後面
４２ｂ側により、乗員ＯＰの胸部Ｂだけでなく、頭部Ｈも受け止めることができることか
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ら、より好適に乗員ＯＰを保護することができる。
【００６１】
　また、第３実施形態では、第１隙間状態Ｈ１に調整されているエアバッグ３６の後側部
４２が、先端（上端）４４に、ルーフ６に支持される支持部４５を配設させて、構成され
ている。
【００６２】
　そのため、第３実施形態では、膨張を完了させたエアバッグ３６は、乗員受止時に、エ
アバッグ３６の後側部４２の上端４４側の支持部４５が、ルーフ６に支持され、後側部４
２の下端４６側が、前側部３８に支持されることとなって、車両１の衝突時に安楽姿勢の
乗員ＯＰが上半身ＵＢを起き上がらせようとしても、上下両端４４，４６で反力を確保し
た状態で、後側部４２が、安定した状態で、乗員ＯＰを受け止めて保護することができる
。
【００６３】
　また、第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂでは、エアバッグ３６が、車両１の前席ＦＳ
の上方に配設されるルーフエアバッグ３６として配設されるとともに、前席ＦＳの前方側
の車体側部位としてのインパネ２に収納されて、作動時に、収納部位としてのケース６２
から着座した乗員ＯＰの前方側に展開膨張する前エアバッグ６６を備えている。そして、
膨張完了時の前エアバッグ６６が、膨張完了時のルーフエアバッグ３６における前側部３
８の前面３８ａ側を支持可能に、配設されている。
【００６４】
　そのため、第３実施形態では、ルーフエアバッグ３６の前側部３８自体が乗員ＯＰの前
方側の車体側部位としてのインパネ２やウインドシールド３等に支持されなくとも良いこ
とから、ルーフエアバッグ３６の容積を小さくできて、ルーフエアバッグ３６の膨張を、
膨張開始から膨張完了まで、迅速に行うことができる。
【００６５】
　さらに、第３実施形態の乗員保護装置１０Ｂでは、ストラップ５０が、長さ調整手段５
２の調整により、膨張完了時のエアバッグ３６における前側部３８の後面３８ｂ側と後側
部４２の前面４２ａ側との間の隙間状態として、第１隙間状態Ｈ１、第２隙間状態Ｈ２、
及び、第１，２隙間状態Ｈ１，Ｈ２の隙間状態Ｈ３、に調整できるように、配設されてい
る。
【００６６】
　そのため、第３実施形態では、長さ調整手段５２の調整により、ストラップ５０が、膨
張完了時におけるエアバッグ３６の前側部３８の後面３８ｂ側と後側部４２の前面４２ａ
側との間の隙間状態を、第１隙間状態Ｈ１や第２隙間状態Ｈ３以外の第３隙間状態Ｈ３に
調整できることから、図１２に示すように、安楽姿勢や正規姿勢だけでなく、所定の姿勢
で着座した乗員ＯＰに応じて、乗員ＯＰの上半身ＵＢを受け止めるエアバッグ３６の後側
部４２の後面４２ｂを、配置させることが可能となって、膨張を完了させたエアバッグ３
６が、安楽姿勢や正規姿勢以外の所定姿勢の乗員ＯＰを、的確に受け止めて保護すること
ができる。
【００６７】
　なお、第３実施形態では、制御装置ＥＣＵが、作動確認センサＰＳからの信号を入力し
て、元部５０ｂ側から先端部５０ａ側を繰り出すストラップ５０の長さ寸法を、図１０に
示すような長い長さ寸法ＬＬ、図１１に示す短い長さ寸法ＬＳ、図１２に示す中間の長さ
寸法ＬＭの３段階に調整する場合を示したが、作動確認センサＰＳからの乗員ＯＰの離隔
距離に応じて、４段階や５段階等のさらに多段に、ストラップ５０の長さ寸法を調整して
、膨張完了時におけるエアバッグ３６の前側部３８の後面３８ｂ側と後側部４２の前面４
２ａ側との間の隙間状態を、さらに細かく調整するようにしても良い。勿論、作動確認セ
ンサＰＳからの乗員ＯＰの離隔距離に対応した正比例の直線的に、元部５０ｂ側から室内
側に繰り出す先端部５０ａ側までのストラップ５０の長さ寸法を調整し、膨張完了時にお
けるエアバッグ３６の前側部３８の後面３８ｂ側と後側部４２の前面４２ａ側との相互の
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間の隙間状態、換言すれば、エアバッグ３６の後側部４２の前面４２ａ側の水平方向から
の起き上がり角度を調整してもよい。
【００６８】
　また逆に、作動確認センサＰＳからの信号を入力して、元部５０ｂ側から先端部５０ａ
側を繰り出すストラップ５０の長さ寸法を、図１０に示すような長い長さ寸法ＬＬと図１
１に示す短い長さ寸法ＬＳとの２段階で調整するようにしても良い。
【００６９】
　なお、第３実施形態では、ルーフエアバッグ３６を前エアバッグ６６により支持させる
構成としたが、図１３，１４に示す第４実施形態の乗員保護装置１０Ｃのルーフエアバッ
グ装置３１Ａのように、膨張完了時のルーフエアバッグ３６Ｃが、前エアバッグ６６に支
持されずに、車体側部材としてのインパネ２、ルーフ６、あるいは、ウインドシールド３
に支持されて、乗員ＯＰを受け止めるように構成してもよい。
【００７０】
　このルーフエアバッグ３６Ｃは、膨張完了時、第３実施形態のエアバッグ３６に比べて
、前側部３８Ｃが前後方向の厚さ寸法を厚くして、上面３８ｃ側や前面３８ａ側を車体側
部材としてのインパネ２、ルーフ６、あるいは、ウインドシールド３に支持させる構成と
している。後側部４２は、第３実施形態と同様な構成としている。
【００７１】
　この第４実施形態の乗員保護装置１０Ｃでは、制御装置ＥＣＵが、車両１の衝突を検知
した衝突検知センサＣＳからの信号を入力した際、乗員ＯＰが安楽姿勢でシート４に着座
しているとの作動確認センサＰＳからの信号を入力すれば、長さ調整手段５２のステップ
モータ５３を作動させて、ストラップ５０を長さ寸法ＬＬとしつつ、インフレーター３４
を作動させることから、図１３に示すように、ルーフエアバッグ３６Ｃが膨張して、前側
部３８Ｃの上面３８ｃ側をルーフ６やウインドシールド３等に支持させた状態で、後側部
４２の後面４３を安楽姿勢の乗員ＯＰの胸部Ｂに対向させるように配設させることから、
後側部４２の後面４３側が、前方に移動する乗員ＯＰの胸部Ｂと頭部Ｈとを受け止めるこ
とができる。
【００７２】
　また、制御装置ＥＣＵが、車両１の衝突を検知した衝突検知センサＣＳからの信号を入
力した際、乗員ＯＰが正規姿勢でシート４に着座しているとの作動確認センサＰＳからの
信号を入力すれば、長さ調整手段５２のステップモータ５３を作動させて、ストラップ５
０を長さ寸法ＬＳとしつつ、インフレーター３４を作動させることから、図１４に示すよ
うに、ルーフエアバッグ３６Ｃが膨張して、前側部３８Ｃの前面３８ａ側をインパネ２に
支持させた状態で、後側部４２の後面４３を正規姿勢の乗員ＯＰの胸部Ｂに対向させるよ
うに配設させることから、後側部４２の後面４３側が、前方に移動する乗員ＯＰの胸部Ｂ
と頭部Ｈとを受け止めて保護することができる。
【００７３】
　なお、元部５０ｂ側から先端部５０ａ側を繰り出すストラップ５０の長さ寸法を、図１
０に示すような長い長さ寸法ＬＬと図１１に示す短い長さ寸法ＬＳとの２段階で調整する
場合、例えば、図１５に示す長さ調整手段７２のように、ストラップ５０Ｄの元部５０ｂ
側を係止状態、あるいは、係止解除状態として、調整することができる。
【００７４】
　この長さ調整手段７２は、マイクロガスジェネレータ（ＭＧＧ）等から形成されるアク
チュエータ７３を使用するもので、制御装置ＥＣＵからの作動信号を入力すると、係止ピ
ン７４をストラップ５０Ｄの元部５０ｂ側に設けられた係止孔５０ｃから引き抜くように
、作動する。係止孔５０ｃから係止ピン７４を引き抜かれたストラップ５０Ｄは、図１５
のＢに示すように、元部５０ｂ側を保持ピン７５に係止されており、この係止部位５０ｅ
から図示しない先端部５０ａまでの長さを、長い長さ寸法ＬＬとなるように設定される。
逆に、図１５のＡに示すように、ストラップ５０Ｄは、係止孔５０ｃから係止ピン７４が
引き抜かれなければ、係止ピン７４に係止された係止部位５０ｄから図示しない先端部５
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０ａまでの長さを、短い長さ寸法ＬＳとなるように設定されている。
【００７５】
　そのため、この長さ調整手段７２では、アクチュエータ７３が作動しない状態で、ルー
フエアバッグ３６を膨張させれば、ストラップ５０Ｄが短い長さ寸法ＬＳとしてルーフエ
アバッグ３６が膨張することから、膨張を完了させたエアバッグ３６は、図１１に示すよ
うな正規姿勢の乗員ＯＰを受け止めて保護できる。一方、この長さ調整手段７２では、ア
クチュエータ７３を作動させた状態で、ルーフエアバッグ３６を膨張させれば、ストラッ
プ５０Ｄが長い長さ寸法ＬＬとしてルーフエアバッグ３６が膨張することから、膨張を完
了させたエアバッグ３６は、図１０に示すような安楽姿勢の乗員ＯＰを受け止めて保護で
きることとなる。
【００７６】
　また、各実施形態では、前席ＦＳのシート４に着座した乗員ＯＰを受け止めるように、
ルーフエアバッグ１６，１６Ａ，３６，３６Ｃを配設させたが、後席のシートに着座した
安楽姿勢の乗員を受止可能に、ルーフエアバッグを配設させてもよい。その場合、膨張完
了時のルーフエアバッグが、単体で周囲のルーフや前席の背もたれ部等に支持される状態
で、乗員を受け止めるように構成してもよいし、前席の背もたれ部等から前エアバッグを
膨張させて、前エアバッグに支持される状態で、乗員を受け止めるように構成してもよい
。
【符号の説明】
【００７７】
　１…車両、２…（車体側部位・インストルメントパネル）インパネ、４…シート、４ａ
…背もたれ部、６…ルーフ、１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ…乗員保護装置、
　１６，１６Ａ…ルーフエアバッグ、１７…基部、１７ｂ…下端、１８…乗員受止部、１
９…胸部受止面、１９ａ…上縁、２０…頭部受止面、２６…前エアバッグ、２６ａ…後面
、
　３６，３６Ｃ…ルーフエアバッグ、３８，３８Ｃ…前側部、３８ａ…前面、３８ｂ…後
面、３９…下端、４０…反転部、４２…後側部、４２ａ…前面、４２ｂ…後面、４３ａ…
胸部受止部、４３ｂ…頭部受止部、４４…（先端）上端、４５…支持部、５０，５０Ｄ…
ストラップ、５０ａ…先端部、５０ｂ…元部、５２，７２…長さ調整手段、６６…前エア
バッグ、６６ａ…後面、６７…支持面、
　ＦＳ…前席、Ｈ１…第１隙間状態、Ｈ２…第２隙間状態、Ｈ３…第３隙間状態、Ｇ…膨
張用ガス、ＯＰ…乗員、Ｈ…頭部、Ｂ…胸部。
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